
 
 

平成 24 年 4 月 
株式会社ザイマックスビルマネジメント 

 
「平成２３年度エネルギー管理システム導入促進事業費補助金」 
エネルギー利用情報管理運営者（ＢＥＭＳアグリゲータ）として採択 

 
株式会社ザイマックスビルマネジメント（本社：東京都千代田区 社長：吉本 健二）は、

経済産業省の中小ビル等の高圧小口の電力需要家におけるエネルギー管理システムの導入

促進事業「平成２３年度エネルギー管理システム導入促進事業費補助金」において、株式

会社エナリス（本社：東京都足立区 社長：池田 元英）を幹事社とするコンソーシアムを

構成し、執行団体である一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下 SII）より、エネルギー

利用情報管理運営者（以下 ＢＥＭＳアグリゲータ）として採択されました。 
 
SII が執行するエネルギー管理システム導入促進事業とは、経済産業省が定めたエネルギ

ー管理システム導入促進事業交付要綱第２条に基づき、基金設置法人に交付される国庫補

助金から、建築物に一定の要件を満たすエネルギー管理システムを導入しようとする方に

交付するものです。 
 
 本補助金は、スーパー、中小ビル等へのクラウドなどを活用した遠隔集中管理型の BEMS
を導入し、合わせてエネルギー利用情報管理運営者（BEMS アグリゲータ）から省エネに

係る管理・支援を受ける事業者に対して、その費用の一部に補助を行うものです。補助金

に係る申請、交付、報告等は BEMS アグリゲータを通じて行われます。 
 
弊社がこれまで培ってきた省エネのノウハウを生かしながら、スーパーや中小ビルなど

における無理のない電力使用量の抑制に向けて全力で取り組んでまいります。 
 
詳細は下記 HP をご参照下さい。 
■一般社団法人環境共創イニシアチブ 
平成２３年度「エネルギー管理システム導入促進事業費補助金」の審査結果について 
http://sii.or.jp/energy_system_bems/first_announcement.html?archives=5 

 
■株式会社エナリス 

http://www.eneres.co.jp/ 
 



本件に関するお問い合わせ先 
株式会社ザイマックスビルマネマネジメント 
エネルギーソリューション部 BEMS 担当 
電話   03－3596－1428 

メール  p-x-energysolution@xymaxbm.co.jp 

 
■補助対象となる事業者 （SII 発表） 
 
 原則、電力会社等との契約電力が５０ｋＷ以上、５００ｋＷ未満の高圧小口需要家であ

って、以下の要件を満たさなければならない。 
① ＢＥＭＳアグリゲータとの間で、１年以上のエネルギー管理支援サービス契約が締結

されていること  
② 補助金の申請及び交付に関する手続き、エネルギー管理支援サービス開始後 1 年間の

電力消費の実績報告を含む国への情報提供など、ＳＩＩの定める手続きがＢＥＭＳア

グリゲータを通じて行われることについて同意していること 
 

（注１） 契約電力が５０ｋＷ未満や５００ｋＷ以上～１，０００ｋＷ未満の事業者

は、ＢＥＭＳの導入によって節電効果が見込まれる場合に限り、補助事業

者（※）とすることがある。 
（注２） テナントなど、電力会社と直接電力契約を行っていない場合でも、当該テ

ナント単位で電力消費量の測定を行い、契約電力に相当するものが設定で

きる場合、補助事業者（※）とすることがある。 
（注３） ＢＥＭＳアグリゲータがリース等 によってシステム・機器を提供する場

合には、リース料等から補助金相当分が減額されることを記載した書類

（補助金の有無で各々、リース料等の基本金額、賃金コスト（調達金利根

拠）、手数料、保険料、税金等を明示）を提示できること。また、リース

期間等については、導入した補助対象設備を法廷耐用年数の間使用するこ

とを前提とした契約とすること。なお、リース事業者等が保有する設備を

契約終了後に共同申請者に譲渡する契約も認める。この場合、共同申請者

は所有権移転後も、補助対象設備を補助金の交付目的に従って、その効率

的運用を図ることとする。 
（注４） ＳＩＩに提出されたデータは、ＳＩＩから国に提出された後、統計的な処

理等をされて公表される場合がある 
 
※ 補助事業者＝エネルギー利用情報管理運営者（BEMS アグリゲータ）から省エネ

に係る管理・支援を受ける事業者 


